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【重要】不動産の表示規約をご確認ください

「不動産の表示に関する公正競争規約（表示規約）」は不動産広告の表記ルールです。

広告掲載の際には必ずご確認の上、順守してください。

「不動産の表示に関する公正競争規約（表示規約）」※一例

■広告開始時期の制限

新築住宅の広告は建築確認を取得してから等、広告を始められる時期が決められている。
（建築確認取得前に「自由設計」、「フリープラン」等と記載の上で
新築住宅として広告することはNG）

■必要な表示事項

物件種別ごとに決められた項目を、
見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色の文字で表示する。

■特定事項等の明示義務

物件のデメリット等、該当する項目があれば必ず表示する。

■表示基準

徒歩による所要時間は８０ｍ＝１分（端数切り上げ）で算出し表示する。

■不当表示の禁止等

おとり広告をしてはならない。
一般消費者が実際より優良・有利であると誤認する恐れのある表示をしてはならない。

※違反が認められた事業者に対して、不動産公正取引協議会より、

その内容に応じて警告や違約金課徴の措置を受ける可能性があります。

また、特定のポータルサイト等への広告掲載を一斉に停止する施策も行っています。

詳細はこちら→ http://www.rftc.jp/koseikyosokiyaku/


